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研究成果の概要（和文）：本研究では、未だイギリスにおいても、（１）知的障害等の障害の判定が警察官にと
って困難であること、及び（２）障害があるとされた場合でも、被疑者取調べへの立会いのための人的資源（特
に障害者支援のスキルを持つ者）の確保が困難だという、２つの運用上の課題を解決しえていないことを明らか
にした。これらの運用上の課題は、今後日本において取調べへの第三者立会いの試行を発展的に拡大させていく
うえでも避けて通ることができない重要な課題であり、新たな法制度として具体的に制度設計していくために
は、今後も引き続きイギリスの動向と取組みを注視していく必要がある。

研究成果の概要（英文）：This research examined practices and implications of the Appropriate Adult 
(AA) scheme in England & Wales in order to evaluate the pilot scheme in Japan for mentally 
vulnerable adults suspects. The research findings include the facts that there are significant 
shortcomings in current AA provision for mentally vulnerable adult suspects, particularly in terms 
of inadequate police practices with respect to identification of suspects’ vulnerabilities and need
 for AAs, and that many vulnerable adults do not receive the support of an AA or receive it for part
 of the custody process.
Those findings suggest that the pilot scheme in Japan will inevitably face those problems in E&W if 
it needs to be developed into a new legal system. We have to take those problems seriously just in 
case of future reform.
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１．研究開始当初の背景 
（１）取調べの録音・録画をめぐる状況 
 被疑者取調べの法的規制に関しては、平成
25 年 3 月から同 26 年 7 月まで、法制審議会・
新時代の刑事司法制度特別部会（以下、「特
別部会」と略す）において、取調べの録音・
録画（いわゆる可視化）の立法化が検討され
ていた。また、取調べの録音・録画に関して
は、すでに警察及び検察段階で試行が開始さ
れ、その状況は特別部会でも報告されていた。 
 
（２）いわゆる供述弱者への対応状況 
他方で、取調べの法的規制は、実は録音・

録画にとどまるものではない。例えば、知的
障害者などコミュニケーション能力に問題
がある被疑者の取調べに対しては、平成 23
年以降、検察レベルにおいて、その録音・録
画に加え、さらに、心理あるいは福祉関係者
による取調べへの助言・立会いも試行されて
おり、その運用状況は、特別部会（例えば第
13 回）での配付資料においても報告されてい
た。 
もともと知的障害者などコミュニケーシ

ョン能力に問題がある被疑者の場合には、そ
の障害等の影響により、被疑者取調べにおい
ても被暗示性・迎合性という特性を一般に強
く持つとされ、したがって虚偽自白をする可
能性が一般的・類型的に高いと考えられてき
た。そのため、このような類型に属する被疑
者の場合に、録音・録画にとどまらず、その
ような供述特性に理解のある第三者の立会
いも必要であることは比較的理解しやすい。 
しかし、仮にそのような第三者の立会いも

必要であるとして、制度論として現在の日本
の取組みの持つ法的性格を客観的にどのよ
うに評価することができるのかについては、
実務的にはもちろん、刑事訴訟法学において
もほとんど明らかにされていなかった。この
ような問題の背景には、もともと知的障害者
等の供述の任意性・信用性に対する理論的な
検討が不十分であったこと、そして、そのこ
ととも関連して、取調べへの第三者立会い制
度について、これまで比較法的な検討が不十
分であったなどの事情があった。 
 
２．研究の目的 
（１）以上のような状況をふまえ、本研究で
は、知的障害や発達障害を持つ者などコミュ
ニケーション能力に問題がある者を被疑者
として取調べる場合には、彼（女）らの供述
特性に配慮し虚偽自白を防止するために、こ
れらの者に心理的・福祉的支援を提供する第
三者を立会わせるべきことを、イギリス法を
参考にして検討し、制度モデルの構築を図る
ことを目的とする。 
 
（２）イギリス法を参考としたのには理由が
ある。実はすでにイギリスでは、1980 年代
後半以降、少年や知的障害者などの「要支援
被疑者(vulnerable suspects)」が逮捕・留置

された場合には、弁護権の保障に加えてさら
に、弁護人以外の「適切な大人（Appropriate 
Adult）」に出頭を求め、緊急を要する例外的
な状況を除いて、原則として取調べへの立会
いを求める法制度（以下、AA 制度という）
が認められているからである。 
 
３．研究の方法 
（１）本研究は、日本における供述弱者に対
する取調べ立会いの試行状況を客観的・相対
的に評価するための比較法的な参考として、
イギリスの AA 制度に着目する。そして、日
本における試行を発展的に拡大させ法制度
化していくためにも、AA 制度の現状と課題
について、特に知的障害者等の場合に注目し
て検討しようとするものである。その意味で
本研究は、イギリス法を比較法的な素材とす
る被疑者取調べへの立会いに関する制度論
である。 
 
（２）その場合の具体的な研究方法としては、
①現在の日本法に関する現状と課題を明ら
かにしたうえで、②AA 制度に関する国内外
の関連文献を収集・検討しつつ、さらに③イ
ギリス現地でのインタビュー調査を行うと
いう、３つの方法を支柱とした。そして、研
究の全期間（3 年間）を通じて、①及び②を
実施すると同時に、文献の検討等だけでは明
らかにしえない点を実証的に掘り下げて検
討するために、適宜③イギリスでのインタビ
ュー調査を実施した。また、あわせてその際、
イギリスでしか入手しえない文献の収集・検
討にも努めた。 
 
４．研究成果 
（１）平成 26 年度 
研究の初年度にあたる平成 26 年度は、今

後3年間の足がかりをしっかりと固めるため
に、①現在の日本法に関する現状と課題を可
能な限り明らかにするとともに、②AA 制度
に関する文献についても徹底的にリストア
ップし、その収集及び検討に努めることを目
標とした。 
①に関する研究実績としては、各種研究会

における研究発表が中心となった。他方、②
文献収集に関しては、2015 年 2月に、最終年
度に向けての予備的な海外調査を行ったこ
とにより、イギリスでしか入手できない文献
の存在を含め、日本では容易に知り得なかっ
た文献の存在を多数知り得た点に大きな収
穫があった。また、その際、③ポーツマス大
学・刑事司法研究所のトム・エリス氏等にイ
ンタビュー調査を行ったことにより、AA 制
度をめぐる現在のイギリスの問題状況を知
り得たことも大きな収穫であった。 
 
（２）平成 27 年度 
 研究の 2 年目にあたる平成 27 年度は、前
年度に引き続き②文献・資料の入手に鋭意努
めるとともに、入手した資料を整理・検討し



たうえで、本研究の理論的な深化を図ること
を目標とした。そして、これらの目標につい
ては、幸い本務校である関西学院大学からイ
ギリス・ポーツマス大学での 1年間の在外研
究期間を与えられたこともあり、非常に大き
な成果が得られた。 
具体的には、②文献の収集については、留

学先であるポーツマス大学の大学図書館を
利用することにより、AA 制度に関する学位
論文の閲覧をはじめ，新旧様々な図書及び雑
誌文献を調査及び入手することができた。ま
た、③インタビュー調査についても、留学先
であるポーツマス大学・刑事司法研究所の研
究者スタッフ、とりわけ留学の受け入れ教員
であるトム・エリス氏に適宜インタビュー調
査を行うことができたほか、現地の裁判実務
家にもインタビュー調査を行ったことによ
り、理論と実務の両面から幅広い視野をもっ
てイギリス刑事・少年司法制度の全体像を俯
瞰したうえで、AA 制度についても理解を深
めることができた。 
 
（３）平成 28 年度 
 最終年度にあたる平成 28 年度は、前年度
以前からの文献調査及び国内の取調べ立会
い試行状況に関する調査をふまえつつ、これ
らにさらに前年度におけるイギリスでの在
外研究の成果も加えて、これまで得られた知
見をまとめ、各種研究会等で研究発表するよ
う努めた。さらに、これまでの研究で未だ明
らかにしえなかった点や、研究の進展に伴い
新たに直面した問題点を検討するため、平成
29年3月上旬に再度イギリスでの現地調査を
実施し、上記エリス氏へのインタビュー調査
を含め、理論と実務の両面からイギリスの問
題状況について、あらためて認識を深めるこ
とができた。 
 
（４）総括 
 以上のような研究活動を通じて、イギリス
の AA 制度について明らかになったのは、以
下の点である。 
 まず、日本の試行制度を評価する前提ない
し比較基準としての、イギリスの AA 制度に
対する評価である。従来、研究代表者は、供
述弱者の取調べへの立会い制度をめぐって
は、（ア）支援型、（イ）協力型、そして両者
の中間的なものとして、（ウ）通訳型の３つ
のモデルがあるとし、AA 制度は基本的に
（ア）に属するものと捉えてきた（後掲・参
照文献①及び②）。 
しかし、本研究の遂行、とりわけイギリス

での現地調査を通じて明らかになったのは、
AA の担い手としてボランティア派遣が活発
化し、むしろ主流になりつつあることによっ
て、（ア）としての性格がやや後退し、むし
ろ（ア）と（イ）を統合したような実質を持
ち始めているということである。とすれば、
日本の立会い試行制度とも接近しつつある
との評価も可能であり、AA 制度の日本への

導入可能性が、決して非現実的な問題ではな
いことを示唆するものといえる。 
 次に、AA 制度の運用上の課題、とりわけ
知的障害等がある被疑者の場合に、イギリス
は従来から２つの運用上の課題を抱えてい
たことが指摘されてきた。すなわち、（ア）
障害の有無の判定が困難だという課題、そし
て（イ）障害があるとされた場合でも、取調
べ立会いのための人的資源（特に障害者支援
のスキルを持つ者）の確保が困難だという課
題である（詳細については、後掲・参照文献
②第 5 章）。 
 この点に関し、本研究の遂行、とりわけイ
ギリスでの現地調査を通じて明らかになっ
たのは、これら（ア）及び（イ）の問題は相
互に密接に関連しており、制度全体として考
えた場合、いまだイギリスにおいてもこれら
の課題は十分解決されていないということ
であった。このような運用上の問題点は、今
後日本において立会いの試行を発展的に拡
大させていくうえでも避けて通ることがで
きない重要な課題であり、具体的・実践的な
立会い制度論を構築していくには、今後も引
き続きイギリスの動向と取組みを中止して
いく必要があろう。 
 他方で、日本における取調べ立会いの試行
は、当初予想されていたほど活発化するに至
っていない。その背景と今後の展望について
も、イギリスとも比較しながら、引き続き検
討していく必要がある。 
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